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抄　　録

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、特に非常事態宣言下では、検診や健康診断が延期さ

れるなどして予防医療にも大きな影響を及ぼした。本稿では、がん検診と健康診断とを中心に、新型

コロナウイルス感染症の予防医療への影響についてまとめる。
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１．緒言

 今回の新型コロナウイルス感染症と公衆衛生のな

かで、本稿では予防医療について知見をまとめるこ

とが目的である。しかしながら、予防医療という観

点から新型コロナウイルス感染症が蔓延してから現

在にいたるまでの期間での長期的なアウトカムを捉

えた報告をすることは困難である。そこで本稿では、

これまで予防医療の主体として実施されてきた健康

診断やがん検診に関して、新型コロナウイルス感染

症の蔓延が及ぼした影響について考察を行った。

２．がん検診

 我が国において、科学的根拠に基づき厚生労働省

が対策型検診として推進しているがん検診は、胃が

ん、子宮頸がん、肺がん、乳がん、大腸がんである１）。

米国においては、予防医療に関連したエビデンスを

網羅的にまとめている米国予防医学専門委員会（U. 

S.  Preventive  Services Task Force;  USPSTF）に

よる推奨がよく知られている２）。それぞれの国にお

けるがん検診の詳細について表１にまとめた１−４）。

がん検診の科学的根拠は主に死亡率減少効果によっ

て測られる。表１に記載の通り、USPSTFによる推

奨では、利益と害とのバランスを考慮して年齢に

よって細かく推奨が分かれているがん種も存在す

る。

３．健康診断

　日本においてはメタボリック症候群の検診である

特定健康診査が2009年から実施されていることもあ

り、健康診断といったときに純粋に予防医療や定期

的に健康であるか否かの判断を目的としたhealth 

check-upとしての健康診断と検診としての健康診断

が混在していると言える。実際に多くの人が、健康

診断と合わせて、その他のスクリーニング検査、例

えば前述のがん検診や肝炎ウイルス検診、結核検診、

慢性腎臓病検診などを併診していることが多い。こ

のことは厚生労働省の審議会でも述べられており、

将来の疾患のリスクを確認する健康診断と現在の疾

患自体を確認する検診は多くの健康診断で両方の意
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義を持つ検査項目が複数存在し、検査項目によって

それらを区別することは難しく、「両者の区別は必

ずしも厳密にはつけがたいファジーな部分がある」

と指摘されている５）。

　前述の通り、がん検診では死亡率減少効果を科学

的根拠として、それが証明されているものが対策型

検診として推奨されている。健康診断についても本

来であれば、死亡率減少効果が確かめられている、

あるいは、例えば人生の質で調整した生存期間

（quality  adjusted  life  years）や健康寿命が改善す

ることが証明されていることが望ましい。しかしな

がら、健康診断について、現時点でそのような科学

的根拠は乏しく、有用であることの確実性が確かめ

られていないのが現状である。2019年のシステマ

ティックレビューにおいては、ランダム化比較試験

の結果から健康診断は総死亡、がん死亡、虚血性心

疾患による死亡、心血管疾患による死亡、脳卒中に

よる死亡のいずれにおいても健康診断を受けた群と

受けていない群で変わらないという結果であっ

た６）。ただしランダム化比較試験において介入は１

回の介入や数年空けて２回の介入などであり、日本

で主に行われているような健康診断（１年に１回定

期的に受診する）とは状況が異なる介入手法である

ことや、対照群も受診することが妨げられていない

ど解釈に注意を要する点がある。一方で例えば、特

定健康診査はメタボリック症候群検診であるため、

中間指標あるいは代替指標は腹囲や体重になるが、

これらの指標が改善したとする報告も存在する７）。

これらのことを踏まえると、リアルワールドで日本

において実施されているようなユニバーサルな健康

診断による利益については現時点で確定的なことは

言えない状況である。

４．新型コロナウイルス感染症の影響

　新型コロナウイルス感染症の蔓延とそれに伴う、

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急

事態宣言を受けて、厚生労働省は通知において緊急

事態宣言下においてその対象地域においては特定健

康診査等の実施を原則として控え、緊急事態宣言が

発出されていない時には、各実施主体の状況に合わ

せて感染防止対策等を行い実施することを求めてい

る８，９）。実際に、多くの自治体や企業において2020

年度前半に予定されていた健康診断が延期された

り、あるいは一箇所に受診者が特定の日に集まって

実施される集団健診を中止し、個別の医療機関にお

いて各人が受診する個別検診のみを実施したりする

自治体も存在した。

　前述の通知では、がん検診について明記はされて

いないものの基本的には健康診断と同様に扱われて

いると考えられる。つまり、実施主体による判断と

いうことである。がん検診に関連した各学会から、

検診実施に向けて新型コロナウイルス感染症に対す

る対応を出しており、国立がん研究センターがん対

策情報センターのホームページではその一覧をリン

クで確認することができる10）。

　健康診断は、高齢者の医療の確保に関する法律に

基づく特定健康診査や、労働安全衛生法に基づく定

期健康診断については、保険者や使用者の義務であ

るため、新型コロナウイルス感染症の影響下でもほ

とんど実施されたのではないかと考える。一方、が

ん検診については任意であったり努力義務であった

りするため、新型コロナウイルス感染症の影響で受

診する機会を失った人が多くいるのでは無いかと推

察される。しかしながら、実際に新型コロナウイル

ス感染症の影響よる、がん検診受診率の低下、がん

罹患率対例年比の低下、さらにこれらの影響で癌患

者の予後悪化も来すと報告されていることを考える

と、可能な限りがん検診を提供することが必要であ

ると考える11 − 13）。ただし日本において、特に

USPSTFとの推奨に差異がある例えば年齢が高い集

団などについては、新型コロナウイルス感染症から

見ても高リスクである可能性が高く、がん検診の

リードタイムバイアスもよく考慮し、利益と害との

トレードオフについて慎重に考慮する必要がある。

５．新型コロナウイルス感染症蔓延後の予防医療

　新型コロナウイルス感染症はこれまで述べてきた

通り、既存の健康診断やがん検診などに大きな影響

を及ぼした。我が国においては、科学的根拠に乏し

い健康診断を実施する意義について費用対効果の面

から見直す必要性を指摘されていることに加え、新

型コロナウイルス感染症対策という側面も加わった
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ことになる14）。また前項で触れた通り、特にがん検

診においては、いわゆる“inverse care law”により、

本当に必要な人に届かないばかりではなく健康格差

を広げる可能性があるといった課題もあった15，16）。

新型コロナウイルス感染症の影響下で健康診断やが

ん検診の受診について、個々のリスクに応じて判断

を求められる状況であるが、よりリスクの高い人（新

型コロナウイルス感染症と健康診断等で扱うリスク

の両面）の方が、その判断に必要な科学的根拠を利

用できない可能性があることを意味している。

　現在の状況は、特に一次予防の視点からの予防医

療を抜本的に見直し、健康診断やがん検診のあり方

を含めて、システム全体を考え直す機会と捉えるこ

ともできる17）。新型コロナウイルス感染症後の新し

い医療システムの構想としてデジタルデバイスを活

用したものが散見される。情報格差やデジタルデバ

イドという言葉もあるが、医療情報においては情報

技術やデジタルデバイスが使えるだけでは不十分で

あり、むしろ溢れかえる情報をうまく取捨選択する

能力も求められる。健康情報にアクセスし、その情

報を取捨選択し、解釈し、理解することができ、さ

らにそれを自身で活用することを恒常的にできる能

力は、ヘルスリテラシーと呼ばれる。今後どのよう

な新しいシステムへ移行したとしても、個人という

単位で健康アウトカムを最大化するには、このヘル

スリテラシーが根本的に重要であることは変わらな

いだろう。視点を変えれば、科学的根拠を知らずに

自身のリスクを考慮せず、盲目的に健康診断を受け

ることも、リテラシーが低いことに起因すると考え

られる一方で、健康診断を受けないという選択が許

されない人が多いことの是非も問われるべきかもし

れない。いずれにしても、全ての下支えとなるヘル

スリテラシーを向上させることが、多くの人がより

良い選択や行動をできることにつながるのではない

かと考える。

　最後に、新型コロナ感染症に伴い急増していると

指摘されているのが、抑うつ、認知機能の低下や運

動機能の低下である。これらは、自粛要請や感染リ

スク低減のために、外出を控えなくてはならない状

況によって、人との繋がり、社会的な繋がりが失わ

れたことによって生じていると推察されている。こ

のような、これまでの健康診断では主要な項目とし

ては扱われてこなかった項目についても対応でき

る、一次・二次予防対策が新型コロナ感染症後の時

代には求められていると考える。
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